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【発行日】平成21年11月26日(2009.11.26)
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【公表日】平成21年4月2日(2009.4.2)
【年通号数】公開・登録公報2009-013
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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8244   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/11     (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１８Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１７Ｋ
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【手続補正書】
【提出日】平成21年10月7日(2009.10.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プルダウントランジスタ、プルアップトランジスタ及びパスゲートトランジスタを有す
るスタティック・ランダム・アクセス・メモリ（ＳＲＡＭ）セルを製造する方法であって
：
　縦型活性領域と、該縦型活性領域の両側に延在する水平活性領域と、を有する前記プル
ダウントランジスタを形成する工程；
　縦型活性領域を有するが水平活性領域を有しない前記プルアップトランジスタを形成す
る工程；及び
　縦型活性領域と、該縦型活性領域の片側のみに延在する水平活性領域と、を有する前記
パスゲートトランジスタを形成する工程；
　を有する方法。
【請求項２】
　前記プルアップトランジスタはＰチャネルトランジスタである、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記プルダウントランジスタ及び前記プルアップトランジスタは共通のゲート電極を共
有している、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記プルダウントランジスタの第１の側壁スペーサ、前記プルアップトランジスタの第
２の側壁スペーサ、及び前記パスゲートトランジスタの第３の側壁スペーサを形成する工
程、を更に有する請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の側壁スペーサをマスクし、且つ前記第３の側壁スペーサの一部をマスクする
工程、を更に有する請求項４に記載の方法。
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【請求項６】
　前記第２の側壁スペーサ、前記プルアップトランジスタに対応する水平活性領域、前記
第３の側壁スペーサのマスクされていない部分、及び前記パスゲートトランジスタに対応
する水平活性領域の一部をエッチングする工程、を更に有する請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　縦型活性領域と、該縦型活性領域の両側に延在する水平活性領域と、を有するプルダウ
ントランジスタ；
　縦型活性領域を有するが水平活性領域を有しないプルアップトランジスタ；及び
　縦型活性領域と、該縦型活性領域の片側のみに延在する水平活性領域と、を有するパス
ゲートトランジスタ；
　を有するＳＲＡＭビットセル。
【請求項８】
　前記プルダウントランジスタのチャネルの周囲長は、前記プルアップトランジスタ及び
前記パスゲートトランジスタのチャネルの周囲長より大きい、請求項７に記載のＳＲＡＭ
ビットセル。
【請求項９】
　前記プルダウントランジスタは、前記プルアップトランジスタのゲート長、又は前記パ
スゲートトランジスタのゲート長より小さいゲート長を有する、請求項７に記載のＳＲＡ
Ｍビットセル。
【請求項１０】
　前記プルダウントランジスタのドレイン領域と前記プルアップトランジスタのドレイン
領域とは、連続的なシリコン領域を用いて接続されており、前記連続的なシリコン領域は
、前記プルダウントランジスタの前記水平活性領域及び前記縦型活性領域を、前記プルア
ップトランジスタの前記縦型活性領域に接続している、前記請求項７に記載のＳＲＡＭビ
ットセル。
【請求項１１】
　前記プルダウントランジスタ及び前記プルアップトランジスタは共通のゲート電極を共
有している、請求項７に記載のＳＲＡＭビットセル。
【請求項１２】
　前記プルアップトランジスタはＰチャネルトランジスタである、請求項７に記載のＳＲ
ＡＭビットセル。
【請求項１３】
　前記プルダウントランジスタの閾値電圧は、前記パスゲートトランジスタの閾値電圧よ
り低い値に設定されている、請求項７に記載のＳＲＡＭビットセル。
【請求項１４】
　前記プルダウントランジスタの前記閾値電圧は、前記縦型活性領域の幅及び前記水平活
性領域の高さの少なくとも一方を調整することによって設定されている、請求項１３に記
載のＳＲＡＭビットセル。
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